
令和3年度　被扶養者実態調査に必要な証明書類一覧

１．収入確認ができる書類

　※各証明書類について、補足説明を以下に記載しています。

収入等確認できる証明書類

・令和3年度（令和2年分）市区町村発行の所得証明書

・有効期限の記載がある学生証または在学証明書

・在学証明書または有効期限の記載ある学生証

・令和3年度（令和2年分）市区町村発行の所得証明書

・令和3年度（令和2年分）市区町村発行の所得証明書

・令和3年直近3ヵ月分の給与明細書

　※昨年度から勤務先や勤務形態が変わらず、令和2年

　　所得証明書と比較して収入に大幅な変更がない場合は

　　給与明細書の提出は不要。

・令和3年度（令和2年分）市区町村発行の所得証明書

・令和２年分確定申告書一式

・令和3年度（令和2年分）市区町村発行の所得証明書

・令和2年分確定申告書一式

・雇用保険受給資格者証

・新型コロナワクチン接種業務に従事した際の収入に

　係る申立書

・勤務先発行でコロナによる一時的に収入増が確認できる

　証明書　等

　※令和2年1月以降、新型コロナウイルス対応による

　　一時的な収入増が確認（金額・実施日）できるもの。

・令和3年度（令和2年分）市区町村発行の所得証明書

・直近の振込通知書または改定通知書

・申立書兼申請対象者現況届

　※HPに記入例の掲載あり

2.別居の場合、上記1以外に生計維持を確認できる書類

証明書類

・令和3年直近3ヵ月分の送金証明書

雇用保険受給者

年金受給者

(国民年金、厚生年金、企業年金、老齢年金、

遺族年金、障害年金、共済年金、個人年金

等）

被保険者・対象者（学生以外）ともに海外在

住または令和3年1月1日以降帰国した方

状況

別居をしている

（被保険者が単身赴任中、被扶養者が学生①

の場合は除く）

自営業者

(営業/事業/農業/貸家/駐車場経営/不動産等)

株式等収入あり

(株式/利子/配当/先物等)

コロナが理由で一時的収入増により扶養上限

越えを超えた医療従事者

職業等

無職（無収入）

学生①

(大学院、大学、短大、高専、高校・海外留

学・予備校、専門学校昼間部等)

学生②

(定時制・通信教育・専門学校夜間部等）

パート・アルバイト等の短時間労働者

(学生は除く）



【ご参考：各証明書類の補足説明】

証明書類

所得証明書

有効期限のある学生証

または

在学証明書

給与明細書

（直近3ヵ月分）

確定申告書

雇用保険受給資格者証

年金振込通知書または

年金額改定通知書

コロナ関連書類

申立書兼申請対象者

                     現況届

送金証明書

（直近3ヵ月分）

補足説明

・無職(無収入)でも提出が必要となります。令和3年1月1日時点で「住民票」があった市町

村役場へ「最新の所得を証明できる書類」と伝えれば入手可能です。

※90日以内に取得したもの

※源泉徴収票や住民税の特別徴収税額決定通知書は不可

・令和3年7月～9月の送金証明

※送金証明は、「振込明細」または「通帳」の送金先・送金元・送金日・送金金額がわかる

もの

・仕送り証明書（金融機関等第三者が発行する送金証明 直近3ヵ月分（ATMの利用明細票

等）：被保険者〇〇が別居家族△△に□□円送金したと客観的に確認できるもの。）

・学生証で有効期限がの記載が裏面にある場合は表と裏の両面をアップロード下さい。

・学生証に有効期限の記載がない場合、発行日（開始日・就業日）が記載された面をアップ

ロードしてください。有効期限も発行日記載もない場合は、在学証明書を取得してくださ

い。

・学生証などが外国語記載の場合、翻訳を添付してください。

・令和3年7月～9月までの給与明細（支給年月／被扶養者氏名／給与支払者名（勤務先名）

の記載有り）

※昨年度から勤務先や勤務形態が変わらず、令和2年所得証明書と比較して収入に大幅な変更

がない場合は給与明細書の提出は不要です。

※給与明細書が3ヵ月分ない場合は揃っている分をアップロードし、3ヵ月分ない理由も含め

て現状について調査回答欄の【７.連絡欄】にご記入をお願いします。

・令和3年6月発行の厚生年金、老齢年金、障害年金、遺族年金等該当するものすべての直近

の「年金振込通知書」または「年金額改定通知書」

※年金証書および源泉徴収票では代用できません。

雇用保険受給資格者証等、支給金額・支給時期が確認できるもの

令和2年分の確定申告書類一式…第一表、第二表、青色申告決算書（または収支内訳書）を

アップロードしてください。

税務署の収受日付印の押印もしくはe-Taxの場合は申告書上部に「電子申告の日時」と「受

付番号」が印字されている申告書類一式を提出してください。申告書上部に印字がない場合

は、受信通知（※）を提出してください。

※受信通知：申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目

等が表示された、申告等データが税務署に到達したことを確認できるメール

〈確定申告をしていない場合〉

※市民税・県民税が記載されている書類(「所得証明書」など収入額が記載されたもの)を入

手し提出。７．連絡欄へは「確定申告をしていない」と記載ください。

※事業を始めたばかりの場合は、開業届を提出ください。

〈新型コロナワクチン接種業務やコロナ対応関連業務の医療従事者〉

・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書

・勤務先発行でコロナによる一時的に収入増が確認できる証明書　等

　※令和2年1月以降、新型コロナウイルス対応による一時的な収入増が確認

　（金額・実施日）できるものを提出ください。

　※提出書類がわからない場合は、各事業所の健保担当窓口にご相談ください。

・被保険者・被扶養者（学生以外）ともに海外在住の場合に必要。令和3年1月1日以降に帰

国済みの場合も提出ください。記入例はHP内に掲載しています。


